
［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年1月30日

契 約 業 者 名 パシフィックコンサルタンツ（株）　首都圏本社

契 約 業 者 の 住 所 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地

業 務 の 名 称 Ｒ５那珂川大場遊水地施設管理検討業務

業 務 場 所 茨城県常陸大宮市小場地先から栃木県那須烏山市宮原地先

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年5月16日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月25日

変 更 前 の 契 約 金 額 26,983,000円(税込)

変 更 金 額 +30,107,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 57,090,000円(税込)

変 更 理 由

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

1. 浸水防水施設の検討（増工）
2. 排水門仮設構造物設計（増工）
3. 富河原排水樋管の川裏道路の修正設計（増工）
4. 坂路検討（増工）
5. 部分買収地の取水・排水路検討（増工）
6. 囲繞堤（暫定）設計（増工）
7. 囲繞堤背面の排水路設計（増工）
8. 宮原地区輪中堤設計（増工）
9. 排水樋管の操作要領の作成（増工）
10. 買収地の管理方法の整理（増工）
11. 履行期間延長

1. 浸水防水施設の検討
　浸水防止施設の検討が必要になったことから数量を変更（増工）する。
2. 排水門仮設構造物設計
　排水門付近の仮設構造物の設置条件に変更が生じたため、数量を変更（増工）
する。
3. 富河原排水樋管の川裏道路の修正設計
　用地条件変更に伴い修正設計が必要となったことから、数量を変更（増工）す
る。
4. 坂路検討
　設計条件の変更により坂路の検討が必要になったことから数量を変更（増工）
する。
5. 部分買収地の取水・排水路検討
　部分買収により残地（民地部）での営農が引き続き可能となるよう、取水・排
水施設の設計が必要になったことから数量を変更（増工）する。
6. 囲繞堤（暫定）設計
　用地取得状況を考慮した、暫定的な囲繞堤の概略設計が必要になったことから
数量を変更（増工）する。
7. 囲繞堤背面の排水路設計
　囲繞堤延伸工事に伴い背面の排水路の設計が必要となったことから数量を変更
（増工）する。
8. 宮原地区輪中堤設計
　輪中堤の設計が必要になったことから数量を変更（増工）する。
9. 排水樋管の操作要領の作成
　排水樋管の操作要領が必要になったことから数量を変更（増工）する。
10. 買収地の管理方法の整理
　買収地については、工事が開始されるまでの管理方法の検討が必要なことから
数量を変更（増工）する。
11. 履行期間
　本業務の履行に際し、上記の変更により履行期間を延伸する必要が生じたた
め、履行期間を５３日延伸し、令和７年３月２５日までとする。



［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月21日

契 約 業 者 名 パシフィックコンサルタンツ（株）　首都圏本社

契 約 業 者 の 住 所 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地

業 務 の 名 称 Ｒ５那珂川大場遊水地施設管理検討業務

業 務 場 所 茨城県常陸大宮市小場地先から栃木県那須烏山市宮原地先

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年5月16日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月25日

変 更 前 の 契 約 金 額 57,090,000円(税込)

変 更 金 額 +3,905,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 60,995,000円(税込)

変 更 理 由

（　第２回　、最終　）契約変更の内容

1.富河原排水樋管の既往検討の精査（増工）

2.囲繞（暫定）設計（減工）

1.富河原排水樋管の既往検討の精査
　富河原排水樋管の既往検討の精査が必要になったことから数量を変更（増工）
する。

2.囲繞（暫定）設計
　囲繞堤（暫定）設計に変更が生じたため、数量を変更（減工）する。


